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公布 規則

◇ 鳥取県化製場等 関 法律施行細則 一部 改正 規則（ ）（県民生活課）…………

◇鳥取県化製場等 関 法律施行細則 一部 改正 規則

化製場及 死亡獣畜取扱場 衛生措置 関 規定 削 。（第 条、別表第 関係）

製造又 貯蔵 施設 衛生措置 関 規定 削 。（第 条、別表第 関係）

畜舎等 衛生措置 関 規定 削 。（旧第 条、別表第 関係）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県化製場等 関 法律施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県化製場等 関 法律施行細則 一部 改正 規則

第 条 鳥取県化製場等 関 法律施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後

欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動

後条 、移動条 対応 移動後条 存在 場合 、当該移動条 削 、移動後条 対応 移動条

存在 場合 、当該移動条 加 。
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改 正 後 改 正 前

（化製場等 衛生措置）

第 条 法第 条第 号 知事 定 衛生上必要 措

置 、別表第 。

（製造又 貯蔵 施設 衛生措置）

第 条 法第 条 準用 法第 条第 号 知

事 定 衛生上必要 措置 、別表第

。

（畜舎等 衛生措置）

第 条 法第 条第 項 準用 法第 条第

号 知事 定 衛生上必要 措置 、別表第

。
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第 条 鳥取県化製場等 関 法律施行細則 一部 次 改正 。

別表第 別表第 削 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。
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